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１ 日時 平成３０年１０月３日（水） １０時３０分～１１時３０分 

２ 場所 総務省 第１特別会議室（８階） 

３ 出席者 

（１）委員（敬称略） 

西尾 章治郎（分科会長）、安藤 真、伊丹 誠、江村 克己、 

近藤 則子、上條 由紀子、三瓶 政一、知野 恵子、 

森川 博之（以上９名） 

 

専門委員（敬称略） 

多氣 昌生、雨宮 不二雄（以上２名） 

 

（２）総務省 

（国際戦略局） 

吉田 眞人（国際戦略局長）、泉 宏哉（官房審議官）、藤野 克（総務課長）、 

坂中 靖志（技術政策課長） 

（情報流通行政局） 

山田 真貴子（情報流通行政局長）、奈良 俊哉（官房審議官）、 

岡崎 毅（総務課長）、井幡 晃三（衛星・地域放送課長）、 

田邊 光男（地域放送推進室長）、安澤 徹（地域放送推進室技術企画官） 

（総合通信基盤局） 

谷脇 康彦（総合通信基盤局長）、田原 康生（電波部長）、 

竹村 晃一（総務課長）、塩崎 充博（電波環境課長）、 

関口 裕（電波環境課電波利用環境専門官） 

 

（３）事務局 

後潟 浩一郎（情報流通行政局総務課総合通信管理室長） 



４ 議 題 

 答申事項 

① 「ケーブルテレビシステムの技術的条件」のうち「ケーブルテレビにおけるIP放

送等に関する技術的条件」 

【平成18年９月28日付け諮問第2024号】 

 

② 「国際無線障害特別委員会（CISPR）の諸規格について」のうち「CISPR釜山会議

対処方針」について       

【昭和63年9月26日付 電気通信技術審議会諮問第３号】 
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開  会 

 

○西尾分科会長  皆さん、おはようございます。 

 それでは、ただいまから、情報通信審議会第１３７回情報通信技術分科会を開催いた

します。 

 本日は、委員１５名中、現在は８名でして、１人遅れて来られますが、定足数は満た

しておりますので、本日の会議は成立いたしております。 

 本日は、答申事項の説明のため、電波利用環境委員会から多氣主査、雨宮専門委員に

ご出席をいただいております。どうもありがとうございます。 

 それでは、お手元の審議次第に従いまして議事を進めてまいります。本日の議題は、

答申事項２件でございます。 

 

議  題 

 

答申事項 

①「ケーブルテレビシステムの技術的条件」のうち「ケーブルテレビにおける

ＩＰ放送等に関する技術的条件」について 

 

○西尾分科会長  初めに、諮問第２０２４号「ケーブルテレビシステムの技術的条件」

のうち「ケーブルテレビにおけるＩＰ放送等に関する技術的条件」について、放送シス

テム委員会主査の伊丹委員からご説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

○伊丹委員  それでは、ケーブルテレビにおけるＩＰ放送等に関する技術的条件に関し

まして、伊丹から報告させていただきます。資料１３７－１－１から１－３までござい

ますが、資料１－１の概要を用いましてご説明させていただきます。 

 それでは、１ページ目をごらんください。まず、本報告の概要についてご説明いたし

ます。１ページ目のⅢ、検討経過にありますとおり、本報告は、放送システム委員会の

もとに設置しましたＩＰ放送作業班での議論を踏まえて委員会報告を取りまとめたもの

でございます。 

 放送システム委員会及びＩＰ放送作業班の構成員につきましては、それぞれ２ページ、

３ページに記載のとおりでございます。 
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 ４ページ目をごらんください。全体概要を目次で説明いたします。１及び２はケーブ

ルテレビの現状及び検討の背景。３が、ＩＰ放送に求められる要求条件となっておりま

す。４は、３の要求条件をもとにＩＰ放送に関する技術的条件を明確化するものでござ

います。５は、既存のデジタル有線テレビジョン放送方式のうち２５６ＱＡＭのＣＮ比

の条件について緩和を行うものでございます。最後に、６が今後の検討課題となります。 

 それでは、５ページ目をごらんください。本報告の検討の背景といたしましては、詳

しくは５ページ、６ページにまとめております。５ページの④でございますが、ケーブ

ルテレビは４Ｋ・８Ｋに対応した「ケーブル４Ｋ」等のサービスをみずから行うととも

に、２０１８年１２月に開始される衛星放送による４Ｋ・８Ｋ実用放送への対応が求め

られているところでございます。さらに、⑤ですが、インターネットを使ったＯＴＴと

呼ばれる通信分野の映像配信サービスが普及しつつある一方で、放送分野におけるＩＰ

放送について、同一の内容を不特定多数が同時に視聴できるという放送の特徴を確保す

る観点からも技術的条件を明確化することが求められています。 

 また、６ページ目の最後の２.３にありますとおり、ＦＴＴＨ等により広帯域化してい

るＩＰネットワークを利用して放送サービスを提供するニーズが高まってきており、事

業者の申請に関する負担軽減やマルチベンダー化を促進する観点から、技術的条件の検

討をすることが必要となっています。これらの背景を踏まえまして、今回、検討を行い

ました。 

 ７ページ目をごらんください。３.１.１、基本的な考え方、３.１.２、システム、３.

１.３、放送品質、３.１.５、受信機については、既存の超高精細度テレビジョン放送等

における要求条件と同様の条件となっております。３.１.４の４にあります伝送路符号

化方式について、ＩＰ放送独自の要求条件としてまとめてあります。 

 次に、８ページ目から１０ページ目ですが、これは技術的条件を図で示したものでご

ざいまして、ここでは説明を省略させていただきます。 

 １１ページ目をごらんいただけますでしょうか。まず、４.２.１のヘッドエンドにお

ける入力信号の条件は、既存のデジタル有線テレビジョン方式の条件と同等としており

ます。４.２.２.１の①ですが、ＩＰ放送に用いるＩＰアドレスはマルチキャストアドレ

スとし、ＲＦＣの規定に準拠することにしております。これはデジタル有線テレビジョ

ン放送方式における周波数に当たるものとして定めるものです。 

 １２ページ目は、マルチキャストのＩＰアドレスの説明でございますが、これも省略
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させていただきます。 

 続きまして、１３ページ目をごらんください。総合品質といたしまして、受信者端子

におけるパケット損失率を１掛ける１０のマイナス７乗以下としております。これは、

ヘッドエンドの入力信号を受信者端子において実質的に誤りを生じない水準として、実

証実験結果及びＲＦ方式における現行の技術基準であるビット誤り率１掛ける１０のマ

イナス１１乗以下と同等程度とする値でございます。なお、受信設備において、上位層

の前方誤り訂正を使用する場合は、その誤り訂正後のパケット損失率が１掛ける１０の

マイナス７乗以下の条件を満たすこととしております。 

 １４ページ目のスライドは、誤り訂正符号の説明でございますが、こちらも説明は省

略させていただきます。 

 １５ページ目をごらんください。電気信号等に係る技術的条件についてのご説明でご

ざいます。ネットワーク品質として、ヘッドエンドから受信者端子までの間において、

パケットの遅延について１.０秒以下。ただし、情報源符号化等に要する時間は遅延に含

まないものとします。また、パケットのジッタは到達時間の揺らぎに相当するものです

が、１００ミリ秒以下としております。 

 １６ページをごらんください。電気信号等に係る技術的条件の４といたしまして、安

定品質として、同じネットワークを流れる通信トラヒックの変動にかかわらず、放送の

トラヒックを安定して伝えるため、ヘッドエンドから受信者端子までの間において、（１）

安定的な伝送のための措置、（２）伝送帯域のそれぞれについて技術的条件を満たすこと

としております。（１）安定的な伝送のための措置につきましては、ＩＰ放送にかかわる

パケットの優先制御、ＩＰ放送にかかわるパケットのみを伝送する帯域の確保のいずれ

かの措置を講じることにしております。（２）の伝送帯域に関しましては、コア網、中継

網については、提供する全ての放送番組を伝送するために必要な伝送帯域。アクセス網

につきましては、受信者端子において提供しようとする放送番組の全てを伝送するため

に必要な伝送帯域。すなわち、受信者に対して同時に提供しようとしている番組数に応

じて、必要な数の番組を同時に送信できる帯域を確保することが必要としております。 

 １７ページ目から１９ページ目に関しましては、ＩＰ伝送網の区分と放送番組の伝送

容量の説明でございますが、こちらも今回は説明を省略させていただきます。 

 続きまして、２０ページ目をごらんください。２０ページ目は受信者端子以外の性能

規定点における技術的条件でございます。①といたしまして、本検討における受信者宅
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内のネットワークの構成は、最も基本的な構成を対象としております。②といたしまし

て、基本的な構成以外の受信者宅内のネットワークにつきましては、民間規格による技

術仕様の策定や、それを活用した推奨や認証の仕組みなどで対応していくことに期待す

るとしております。 

 続きまして、２１ページ目をごらんください。技術的条件の続きでございまして、受

信用光伝送装置ＯＮＵの入力端子または出力端子、保安装置の出力端子においては、技

術的条件は定めないこととしております。②といたしましては、情報源符号化方式等に

係る技術的条件でございますが、情報源符号化、多重化、誤り訂正、スクランブル、緊

急警報信号等についての技術的条件は、既存のデジタル有線テレビジョン放送方式にお

ける有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備に係る条件と同等程度の技術的条件を

定めることとしております。ＩＰパケット化に係る部分に限った多重化についての技術

的条件は、ＴＳパケット、ＴＬＶパケットなどの映像、音声等が多重化された放送ビッ

トストリームについてＩＰパケット化して伝送することとしております。 

 ２２ページ目には、ＩＰパケット化されたＴＴＳパケット等の例を示しておりますが、

こちらも説明は省略させていただきます。 

 次に、２３ページ目をごらんください。サービス可用性に係る技術的条件でございま

す。ＩＰ伝送を行う事業者に対して、既存の報告義務に加え追加的に義務を課すことは、

放送の安全、信頼性及び品質適正性の確保等の観点からは必ずしも必要でないため、Ｉ

Ｐ放送のサービス可用性について、技術的条件は定めないこととしております。 

 続きまして、２４ページ目をごらんください。測定方法に関する基本的な考え方でご

ざいます。ネットワークを敷設する際は、実用サービスと同等程度の試験環境を構築し

て計測を行うこととし、個々の受信者端子の技術基準への適合性の確認については、原

則として、実用サービスが提供されている受信設備における受信者端子において測定を

行うこととしております。また、具体的な測定方法につきましては、民間標準化団体等

において、通信のトラヒックの変動、放送の伝送容量等を考慮して、測定時間、区間等

を含め測定方法の詳細化等の検討を行い、適切な方法を定めることとしております。 

 ２５ページ目をごらんください。少しＩＰ放送とは外れますが、従来の技術基準の改

定でございます。搬送波の変調方式が２５６ＱＡＭ変調の場合における搬送波等の条件

に関しまして、搬送波の変調の型式が２５６ＱＡＭの場合におけるＣＮ比は、３２デシ

ベル以上とすることと変更になりました。それから、当該のＣＮ比が３２デシベルに緩
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和されることに伴って、搬送波のレベル、受信用光伝送装置等の入出力端子におけるＣ

Ｎ比についても緩和されることとなります。 

 ２６ページに、そのパラメーターを表にしたものを示しております。説明は省略させ

ていただきます。 

 最後に、２７ページの今後の課題でございますが、ＩＰ放送に関する今後の課題とい

たしまして、受信者端子における技術基準への適合性を確認するための方法等について、

詳細化等の検討が必要となるということがございます。それから、パケットに係る技術

的条件といたしまして、受信用光伝送装置、保安装置の入出力端子における受光レベル

やＣＮ比等の相関性などの検討、ＩＰ放送に必要な帯域等にかかわる統計的な考え方の

検討などが必要としております。また、国際標準化、技術開発に関する課題や既存の技

術的条件についても今後の課題としてまとめております。 

 最後に、まとめますと、ＩＰ放送につきまして、既存のＲＦ放送と同等の品質を確保

するために必要な技術的条件を検討するとともに、ＩＰ放送の柔軟性、今後の技術の進

展を妨げないことも考慮し、ＩＰ放送の詳細や宅内の構成等については、民間規格等に

委ねる形になっております。 

 以上で、本委員会の報告を終わらせていただきます。どうもありがとうございます。 

○西尾分科会長  どうもありがとうございました。 

 皆様方から、ご質問やご意見はございませんでしょうか。近藤委員、それから三瓶委

員の順でお願いします。 

○近藤委員  近藤でございます。 

 もし私が見落としていたら申しわけないんですが、遅延の問題は、これで相当解消さ

れるんでしょうか。 

○伊丹委員  申しわけありません。もう一度、お願いできますか。 

○近藤委員  私たちがインターネットを使ったいろいろなイベントをするときに、いつ

も、実際にやっている時点と、それから、インターネットに送るときの遅延が１分ぐら

いあるときもあってすごく困るんですけれども、こういう技術的な改革が行われると遅

延の問題は改善されるという理解でいいんでしょうか。 

○伊丹委員  これ自体はインターネットそのものの遅延を解決するという形ではござい

ませんで、もともとインターネットの技術を一部利用して放送を伝送するという形でご

ざいまして、今の放送を、今のインターネット技術を使用して遅延なども含めた形で伝
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送したときに、どれだけまで遅延が許されるかという検討を行ったものでございます。

現状の技術で実現可能な放送に対する遅延等を定めた形で、インターネット自体をよく

するとか、その方向の検討は行っておりませんで、今与えられております我々が利用可

能なインターネット技術の枠組みの中でいろいろ検討して、今の放送にはリアルタイム

性であるとか同時性が必要となりますが、その同時性やリアルタイム性などを確保する

ために、従来のケーブルテレビの放送からあまり劣化がないように、それを定めた上で、

遅延時間とかジッタとか、そういうものを考慮しまして、インターネット技術の遅延で

も十分に確保できる遅延の許容値をこれで定めました。したがって、遅延は必ず生じま

すので、そこに関しては、またいろいろ解決していく方法は考えなきゃならない場合も

あるかもしれません。 

○近藤委員  はい。わかりました。 

○西尾分科会長  近藤委員、よろしいですか。 

○近藤委員  わかりました。 

○西尾分科会長  三瓶委員、どうぞ。 

○三瓶委員  国際標準化に対する課題は今後という位置づけになっているんですけれど

も、これを検討する上で、各国の放送方式をインターネット、ＩＰで伝送することは想

定されているんでしょうか。 

○伊丹委員  アメリカなどでは、結構、ＩＰベースで放送を行うことは検討されており

まして、ヨーロッパのほうは、まだどちらかというとＴＳベースの放送になっているの

ではないかと。私の知る限りでは、そう思います。 

○三瓶委員  それで、この規格自体が、要は、コンテンツのエンコード、デコードとか

はあまり関係のない話なので、パケットをＩＰパケット上でどう制御するかというとこ

ろが中心になっていると思うんですけれども、そういう意味では、要するに、アメリカ

のパケットとか、あるいはヨーロッパで仮に導入する、あるいは南米では日本と同じ放

送が導入されたりしていますけれども、そういうところで対応し切れるものなのかとい

うことなんですが。 

○伊丹委員  どちらかといいますと、ここでやった検討では、ケーブルテレビ事業者が

その事業者の中に閉じた形でセットトップボックスまでＩＰを送る。だから、ＩＰ自体

の標準化は、もちろんケーブルテレビの中での標準方式というのがございまして、そち

らに従った形にはなると思いますが、それで送られる形の検討でございまして、具体的
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に、国際化というよりは、その中で、ＩＰ事業者が実際に自分自身でケーブルを引かな

いで、かわりに一般の通信事業者の回線を利用しながら内部でのＩＰ伝送を効率よく行

うと。経済的に行ったり効率よく行ったりできるようにするための検討になると思いま

す。 

 もちろん、国際標準とうたっておりますのは、ケーブルテレビのほうにも、いろいろ、

それに関連しまして多重化とかの標準がありますから、そちらを見越して全体で使える

規格をつくっていくというのは、今後あると思います。 

○三瓶委員  やはり、その点、放送分野は課題と捉えていただきたいなということなん

です。要するに、ケーブル事業者がやりたいというのはわかるんですが、機器自体はグ

ローバルに売れるものでないといけないはずだと。これは製造機器に関する部分なので、

そうすると、一応国内では使えますという答えにしかならないと思うんです。そういう

つくり方は、もうやってはいけないつくり方だと私は思うんです。ですけれども、日本

ではやっぱり、あまり外に目を向けないという慣習があって、あまりいいことではない

んじゃないかなと思っているんです。 

○伊丹委員  私も機器に関しましては詳細は把握できていないところもございまして、

私の先ほどの説明だとちょっと不十分かもしれませんので、事務局のほうで、もしおわ

かりでしたらお教えいただければと思います。 

○西尾分科会長  では、事務局、よろしくお願いいたします。 

○安澤地域放送推進室技術企画官  事務局からご説明をさせていただきます。 

 ２７ページの６.２というところで、国際標準化に関する今後の課題ということで挙げ

させていただいております。こちらは、まさに先生がおっしゃったように、機器や設備

のところで、日本国内だけで閉じていくと今後の展開に陰りが見えてしまうという問題

意識の上で記載しておりまして、まさに設備のグローバルな調達や展開が可能となるよ

う、今後、必要なＩＰ放送に関する技術的条件に検討を加えた上で、ＩＴＵ等に働きか

けるということで、日本の放送制度の機器のスペックそのままを海外で展開できるとは

思っておりませんけれども、共通的な部分は、もちろんあるのかなと考えておりまして、

できればそういったところを抽出した上で働きかけを行っていくのが必要になってくる

のではないかということで書かせていただいております。 

○三瓶委員  放送の波自体であれば、そういうご説明で理解できるんですけれども、Ｉ

Ｐ伝送というと、符号化とか放送のスペックの外の話だと理解しているんですけれども、
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そうなってくると、伝送方式自体は、共通化しようと思えば幾らでも共通化できる分野

ではないのかという気がするんですけれども、いかがでしょうか。 

○安澤地域放送推進室技術企画官  事務局のほうから。 

 そこはおっしゃるとおりかと思いまして、共通化できる部分はかなりあるかと思いま

すので、そういったところを、今のご意見も踏まえまして、今後、取り組ませていただ

きたいと思います。 

○西尾分科会長  三瓶委員、よろしいですか。 

 ほかにございますか。どうぞ、森川委員。 

○森川委員  ありがとうございます。今の三瓶先生のお話と少し関係するかもしれない

んですけれども、この分厚いファイルを拝見していて、参考資料５、６、７で、ＩＴＵ

－Ｔのコントリビューションがありますが、参考資料５がケーブル向けの標準、Ｊ.２４

１というものです。参考資料６と７、１５４０と１５４１は、ケーブルにかかわらない

標準になっているということで、今回の技術基準というのは、参考資料５のＪ.２４１み

たいに、ケーブルならではのところなのか、あるいは１５４０とか１５４１まで、それ

以外のジェネラルなところまで含んでいるのかという、そこの、ケーブルならではのと

ころとそれ以外のところが、どういう区別化がされているのかを教えていただければと

思います。 

○伊丹委員  ＩＰ自体の伝送の枠組みとか、それ自体は、こちらでは、まだ具体的なも

のは規定しておりません。やったのは、結局、遅延であるとか、最終的にパケットがど

れだけ誤ってくるか。要するに、今のＲＦ方式と同じように、現行の品質に近い状態を

保ちながら正しく受信ができる誤り率が確保できるように、ＩＰのほうをきちんとやっ

てくださいということを規定した部分でありまして、具体的な、どうＩＰを使っていく

かとか、もちろん今後、先ほど事務局からありましたが、標準化に働きかける部分もご

ざいますが、これから事業者のほうで、いろいろな形で展開していくことに、具体的な

方法に関しましては、通信事業者とケーブルテレビ事業者の間で帯域確保の方法とかを

きちんと実現していくことになると思います。それに伴う標準化としての動きというの

は、今後、必要であるとは思いますが、ここでは、まだそこまでは進んでおりませんで、

要するに、とにかく放送を行うためにどういうことが必要かを議論した部分になると思

います。 

○西尾分科会長  森川委員、ご納得いただきましたか。 
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○森川委員  いや、勉強します。 

○西尾分科会長  貴重なご質問かと思います。ほかにございませんか。 

 三瓶委員、森川委員からご質問をいただいた点は、今後のことを考える上では非常に

重要かと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。 

 それと、近藤委員からおっしゃられたことが、ユーザーの立場からすれば一番大事な

質問だと思います。通信事業者とテレビ事業者で分かれてしまうのではなくて、いかに

相補的にシナジー効果をもって、遅れの問題などをどこまで自然な形で放送システムを

見る側に対して提供してもらえるのか、ということが近藤委員のご質問だと思いますの

で、どうかよろしくお願いいたします。 

○近藤委員  先生。 

○西尾分科会長  はい。 

○近藤委員  書いてありました。遅延は定められないって。 

○西尾分科会長  でも、ほんとうに重要なご質問かと思います。 

 ほかに、ご意見や質問等はございませんでしょうか。 

 伊丹委員、どうもありがとうございました。 

○伊丹委員  ありがとうございます。 

○西尾分科会長  資料１３７－１－３につきましては、新しいバージョンを再度お配り

しておりますけれども、本件は、答申案、資料１３７－１－３のとおり一部答申とした

いと思いますが、よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○西尾分科会長  それでは、案のとおり答申することといたします。 

 ただいまの答申に対しまして、総務省から、今後の行政上の対応についてご説明をい

ただけるということですので、よろしくお願いいたします。 

○山田情報流通行政局長  総務省の情報流通行政局長でございます。 

 本日、「ケーブルテレビシステムの技術的条件」のうち「ケーブルテレビにおけるＩＰ

放送等に関する技術的条件」につきまして、一部答申をお取りまとめいただき、まこと

にありがとうございました。ケーブルテレビは、４Ｋ・８Ｋ実用放送への対応、あるい

はインターネットトラヒックの増大等によりまして、従来の転送方式で利用できるネッ

トワークの帯域が逼迫しつつございまして、ＩＰマルチキャスト方式を活用する放送が

有力な選択肢となりつつあるところでございます。また、ＩＰ放送では、ＩＰ用の汎用



－10－ 

機器の利用によりまして、設備コスト削減の可能性が見込まれるということでございま

す。また、通信とのサービス連携が容易になることも期待されております。 

 今回は、同一の内容を不特定多数の方々が同時に視聴できるという放送の特徴及びそ

の品質を確保する観点から、有線一般放送事業者が行うＩＰ放送に関しまして技術的条

件をおまとめいただいたところでございます。これによりまして、ＩＰ放送を行う有線

一般放送事業者の速やかな事業開始やＩＰ放送の普及促進に貢献するものと考えており

ます。 

 総務省におきましては、本日いただいた一部答申を踏まえまして、速やかに、必要な

制度整備に向けた手続を進めてまいります。一部答申の取りまとめに当たり、ご尽力い

ただきました放送システム委員会の主査である伊丹委員をはじめ、放送システム委員会

及びＩＰ放送作業班の皆様、そして情報通信技術分科会委員の皆様に、厚く御礼を申し

上げます。まことにありがとうございました。 

○西尾分科会長  それでは、今後の対応につきましては、何とぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

②「国際無線障害特別委員会（ＣＩＳＰＲ）の諸規格について」のうち「ＣＩ

ＳＰＲ釜山会議対処方針」について 

 

○西尾分科会長  次に、電気通信技術審議会諮問第３号「国際無線障害特別委員会（Ｃ

ＩＳＰＲ）の諸規格について」のうち「ＣＩＳＰＲ釜山会議対処方針」について審議い

たします。 

 審議に当たり、資料１３７－２－１及び２－２につきましては、国際会議終了までは

資料を公開できないため、傍聴資料には含まれておりません。傍聴の皆様には、ご了承

のほどをお願いいたします。 

 ＣＩＳＰＲ釜山会議に対しまして、我が国としてどういう形でこの会議に臨むのかと

いうことにつきまして、最終的なご審議をいただき、その結果をもって会議に臨みたく

考えております。 

 それでは、電波利用環境委員会の多氣主査、雨宮専門委員から、ご説明をお願いいた

します。 

○多氣専門委員  電波利用環境委員会主査の多氣でございます。ＣＩＳＰＲの審議状況
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及び釜山会議対処方針についてご説明申し上げます。 

 報告の全文は、ワードで書かれました１３７－２－２の資料にございまして、こちら

に検討経過、構成員等も含めて審議の全体が書いてございます。ただ、項目があまりに

も多いものですから、トピックを絞りまして、パワーポイントのほうに概要をまとめて

ございます。この資料１３７－２－１を用いてご説明させていただきます。なお、ワー

ド版のほうの３５ページにＣＩＳＰＲ規格の制定手順、文書の略語、これらがまとめら

れておりますので、必要がありましたらご参照いただければと思います。 

 パワーポイントのほうの資料をめくっていただき、１ページ、右下にページが書いて

ございますが、こちらをごらんください。国際無線障害特別委員会（ＣＩＳＰＲ）の概

要でございます。ＣＩＳＰＲについては当分科会で何度もご紹介していますので、手短

にさせていただきます。 

 まず、目的等についてです。ＣＩＳＰＲは、昭和９年、１９３４年に設立された組織

で、現在は国際電気標準会議（ＩＥＣ）の特別委員会になっています。目的は、２番目

のビュレットにありますように、無線障害の原因となる各種機器からの不要電波に関し、

その許容値と測定法を国際的に合意することによって国際貿易を促進することとされて

います。ＣＩＳＰＲにおいて策定された各規格は、表に書かれているように、我が国の

さまざまな規制に反映されています。 

 次に組織ですが、右の図に示しましたように、総会を頂点にＡからＩまでの６つの小

委員会が無線障害のさまざまな分野を担当しています。 

 本年度の会議ですが、１０月１５日から２６日まで２週間にわたり、韓国の釜山で開

催されます。 

 基本的な対処方針は例年と同様ですが、一番下にございますように、無線通信に対す

る各電気製品の妨害波の影響を総合的に勘案し、また、我が国の利益と国際協調を考慮

して、大局的に対処としています。 

 ２ページにお進みください。重点審議事項として、ワイヤレス電力伝送システム、以

下、ＷＰＴと呼びますが、これの検討について冒頭にまとめてございます。電気自動車

などのさまざまな機器を簡便に充電する手段であるＷＰＴについては、実用化や国際標

準化に向けた取り組みが活発化しています。ＣＩＳＰＲにおいては、Ｂ、Ｆ、Ｉの３つ

の小委員会で検討が行われています。 

 初めに、ＩＳＭ、すなわち、工業、サイエンス、医療を指しますけれども、これを扱
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っておりますＢ小委員会の審議状況です。 

 我が国では、共用検討に基づく国内制度と整合する許容値原案を支持してまいりまし

た。しかし、平成２８年、ドイツ、フランス、アメリカが多様な製品を許容できるよう

に、住宅環境における妨害波許容値を原案から１５デシベル、非常に大きな緩和をした

値に変更すべきという主張をいたしました。 

 その後、投票用委員会原案（ＣＤＶ）が作成されましたが、これは否決され、改めて

委員会原案のＣＤ文書を発行することとなりました。主な見直し点はスライドに記載の

とおりですが、このＣＤ文書が平成３０年８月に発行され、各国に回付されております。 

 また、新たな課題として、電波を発射して１０メートル程度までの離隔にて電力伝送

する方式のＷＰＴをＷＰＴ Ａｔ Ａ Ｄｉｓｔａｎｃｅ（ＷＰＴＡＡＤ）として、Ｃ

ＩＳＰＲ１１、ＩＳＭ機器を対象としたその規格の対象に含めるために、無線周波エネ

ルギーを局在的に使用するものと規定されているＩＳＭ機器の定義を拡張するというよ

うなコメント用審議文書が各国に回付されましたが、これについては賛否が分かれてい

るところでございます。 

 このような状況に対する対処方針ですが、許容値に関する委員会原案に対しては、我

が国の高周波利用設備の技術基準との整合を維持するよう対応する方針です。ＷＰＴＡ

ＡＤについては、電波有効利用成長戦略懇談会報告書で、基本的には無線設備として規

律していくことが適当と考えられるとされておりまして、ＣＩＳＰＲ１１の対象範囲に

組み入れるべきではないとの立場で、安易な定義改正等の提案には反対する方針です。 

 ３ページをごらんください。家電機器等を担当するＦ小委員会におけるＷＰＴの検討

です。Ｆ小委員会が扱うＷＰＴはＩＨ調理器と類似の原理による機器で、ＩＰＴと呼ば

れています。このため、現行規格の存在するＩＨ調理器の許容値をＩＰＴにも適用する

方向で審議が行われています。対処方針として、我が国の意見も多く採用されており、

審議中の委員会原案を支持する方針です。 

 次に、マルチメディア機器を担当するＩ小委員会におけるＷＰＴの取り組みです。こ

れまで我が国は、ＷＰＴを使用したマルチメディア機器からの妨害波の測定結果を提出

するなど、審議を主導してきました。平成２９年２月には、我が国主導でコメント用審

議文書、ＤＣ文書が発行されています。具体的には、無線保護の観点からは、機器の違

いにかかわらず、許容される妨害波は同水準であるべきとの考えに基づいて、既存のＣ

ＩＳＰＲ規格の許容値を適用することを提案しています。ＤＣ文書の審議結果に基づき、
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現在、審議を進めていますが、３０ＭＨｚ以下の許容値をＨ小委員会との共同作業班を

設置して検討し、それを踏まえて委員会原案の第２版を発行することになっています。

ここで３０ＭＨｚ以下の妨害波ということを申しましたが、この問題についてはこの後

にも何度も出てきますので、ご注目いただきたいと思います。 

 対処方針として、ジョイントワーキンググループの早急な設立を働きかけ、我が国か

らもメンバーを登録して標準化を積極的に推進する方針です。 

 ４ページにお進みください。総会における審議状況と対処方針です。主なトピックと

して、９ｋＨｚから１５０ｋＨｚの妨害波の測定法及び許容値の議題があります。この

周波数帯は、低周波の電磁両立性を担当するＩＥＣ ＴＣ７７のＡ小委員会、これはＳ

Ｃ７７Ａと呼びますが、これとＣＩＳＰＲのＨ小委員会のジョイントワーキンググルー

プを設立して検討が行われています。 

 まず、ＳＣ７７Ａにとって重要な有線通信の保護のためのディファレンシャルモード、

これは往復線を逆向きに等しい電流が流れるものですけれども、これの妨害波の許容値

を優先して議論し、次にＣＩＳＰＲにとって重要な無線業務の保護に必要なコモンモー

ド、これは往復線を同じ方向に電流が流れるモードですが、これの許容値を検討すると

いう流れで検討されています。 

 対処方針としては、有線通信の保護を目的とする許容値と、無線通信の保護のための

許容値を明確に区別すべきであることを指摘すること、また、コモンモードの許容値を

設定するのであれば、電源網の１５０ｋＨｚ以下における高周波特性の収集や電磁干渉

モデルの構築がまず必要である旨の指摘をすることとしています。 

 もう一つのトピックは、無線機能を持った製品の取り扱いです。無線機能を持った機

器がＣＩＳＰＲ規格の対象であることなどを明示すべきという提案がなされ、各国から

コメントが集められましたが、総会では、ＣＩＳＰＲ規格の適用範囲に、ＣＩＳＰＲの

それぞれの規格にこれを共通的に記述するという案が議論されています。 

 対処方針としては、この点について、ＣＩＳＰＲ規格が共通化されるため、基本的に

賛成の態度で臨みます。ただし、装置の無線送信機能が動作した場合の基本波等と、装

置が本来有しているエミッションとの相互変調、２つの異なる周波数の信号が非線形効

果によってさまざまな異なる周波数の妨害となるような現象ですが、これによる干渉で

発生するエミッションは本規格の対象であることを明記するということ。それから、Ｉ

ＴＵが管理していない、無線機能による放射の扱いについて継続検討する必要があるこ
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となどをコメントすることとしています。 

 ３つ目に挙げたＩＥＣ１９０６賞の受賞は議事ではありませんが、電気・電子技術の

標準化活動に大きく貢献した個人に授与される賞であり、マルチメディア機器のエミッ

ション規格策定への貢献が評価され、我が国より秋山佳春氏が受賞したことが総会で報

告されることになっています。 

 次のページにお進みください。ここからは、ＷＰＴ以外に関する各小委員会の審議状

況と対処方針です。時間の制限もありますので、なるべく図を用いて簡潔にご説明した

いと思います。 

 初めにＡ小委員会です。妨害波測定装置及び測定法の基本規格を扱います。トピック

として、少し見にくいのですが、オレンジ色の部分にありますように、３０ＭＨｚ以下

の放射妨害波測定を挙げてございます。 

 一番上の図をごらんください。妨害波には、機器から空間に放射される放射妨害波と

ケーブルを伝わる伝導妨害波があります。３０ＭＨｚ以下の低い周波数では、伝導妨害

波を抑えれば放射妨害波の問題は回避できるとされ、限度値は例外を除き伝導妨害波の

みで規定されていました。ここで例外というのはＩＨ調理器です。しかし、真ん中の図

にございますように、３０ＭＨｚ以下の周波数帯で大きな電力を扱う新たな電波利用に

よって、この周波数帯での放射妨害波の限度値の必要性が高まっています。 

 下の図をごらんいただきたいのですが、３０ＭＨｚ以下の放射妨害波を評価するため

には、そのための測定器、測定器の校正法、測定を行う試験場の評価法などを整える必

要があります。このための審議が行われています。これらの審議には日本からのエキス

パートが積極的に参加しています。 

 次のページにお進みください。Ｂ小委員会の状況です。トピックとしては、設置場所

の妨害波測定法を挙げています。ＩＳＭ機器は大型のものが多く、試験場に持ち込むこ

とが困難な場合など、設置場所で試験する方法も規格に定められています。右上の図を

ごらんいただきたいのですが、設置場所での測定では、定められた３０メートルの距離

での測定を行うことが困難な場合があります。この課題の解決方法として、３メートル、

１０メートルの距離で測定する方法などが検討されています。また、下の図のような大

型バスのＷＰＴ設備の設置場所測定の方法が不明といった課題もあり、検討が行われて

います。 

 なお、最終設置場所でも試験場でも測定が困難な場合に、どちらとも異なる場所、こ
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れをＤｅｆｉｎｅｄ ｓｉｔｅと呼んでいますが、こういったところで測定する方法の

検討がなされています。ただし、このＤｅｆｉｎｅｄ ｓｉｔｅについては新たな考え

方であるため、既存規格との整合性や技術的課題を指摘するなど、慎重に対応する方針

としています。 

 ７ページにお進みください。Ｄ小委員会は、自動車、モーターボート等の妨害波を担

当します。トピックとして、ＣＩＳＰＲ３６自動車の３０ＭＨｚ未満の放射妨害波測定

を挙げています。３０ＭＨｚ未満の放射妨害波についてはこれまで定められていません

でしたが、電気自動車についての新しい規格として審議されているものです。上の図は

測定のイメージを示しています。下の図は、現在審議されている最終国際規格案、ＦＤ

ＩＳの主な内容を示しています。 

 対処方針ですが、回付されているＦＤＩＳに我が国がこれまで提出してきた意見の反

映を確認して、賛成投票をする方針でございます。 

 ８ページをごらんください。Ｆ小委員会は、家電製品、照明器具、電動工具などを扱

います。トピックとしては、これらの機器のエミッションに関する規格の改定を挙げて

います。 

 右上の図をごらんください。家庭用電気機器は従来、あまり複雑な回路は使用しない

ことから、３００ＭＨｚを超える高周波域での妨害波発生の懸念は少なかったのですが、

製品の高度化、高周波化、特に家庭用電気機器においては省エネ化のニーズに応えた高

機能化が進み、電気回路の高周波化が進んでいます。これに対応して、１,０００ＭＨｚ

すなわち１ＧＨｚまでの許容値が既に導入されていましたが、これでも十分ではないと

いう指摘があり、さらに高周波域の６ＧＨｚまでの許容値を導入することを検討してい

ます。 

 対処方針ですが、今後の家庭用電気機器のさらなる高度化、高周波化は避けられない

ことから、本提案を支持する方針です。 

 ９ページにお進みください。Ｈ小委員会は、無線業務保護のための妨害波許容値の決

定モデル及び共通エミッション規格の策定を担当いたします。 

 右上の図をごらんください。妨害波の発生源はさまざまであり、伝導妨害波と放射妨

害波が混在しています。このような状況で無線保護のための妨害波許容値を設定するに

は、干渉を受ける側の無線信号の受信と妨害波の発生との場所、時刻、周波数が常に一

致するとは限らず、電磁干渉のほとんどはランダムな事象となります。このような問題
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を扱っているのが技術報告書ＣＩＳＰＲ／ＴＲ、テクニカルレポート１６－４－４であ

ります。ここでは、受信障害の発生モデルと、それに寄与する確率的な要因を定め、許

容値設定の考え方を示し、この考え方に基づき妨害波許容値の設定方法の検証が試みら

れています。図には太陽光発電装置が描かれていますが、Ｂ小委員会によってＣＩＳＰ

Ｒ１１に導入された太陽光発電装置用のパワーコンディショナーの伝導妨害波許容値に

対して、太陽光発電装置からの妨害波放射特性と確率要素を考慮したモデルがＨ小委員

会のアドホックグループにおいて検討されてきました。 

 下の図がその数値解析モデルの一例です。太陽電池パネルからの直流を交流に変換す

るためのパワーコンディショナーからノイズが発生しますが、屋上のパネルに向かうケ

ーブルがアンテナのように振る舞い、周辺に放出する放射妨害波が生じます。これらを

シミュレーションするモデルでございます。 

 我が国からは、特に低周波における近傍界に対するモデルの適用性及び一部の確率要

素の算出法に関する本質的なコメントを提出し、採用されています。今後も、より妥当

性の高い許容値設定モデルの構築に向けて積極的に寄与を行う方針です。 

 １０ページ目、最後のページになります。最後に、マルチメディア装置を扱うＩ小委

員会です。 

 右上の図をごらんください。マルチメディア機器の電磁両立性適合試験の１つである

放射妨害波の測定をあらわしています。異なる試験場で測定した場合でも同じ測定結果

を得るためには、測定対象機器の電源ケーブルの終端条件を規定する必要があります。

しかし、３０ＭＨｚ以上の周波数における終端のインピーダンスは試験場ごとに異なる

ため、同じ結果が得られないということが課題でした。この課題に対し、我が国が主導

し、４大陸９カ国１９試験場の協力を得て、異なる電源ケーブル終端装置を用いた場合

に、放射妨害波の測定結果がどのように変化するか、比較測定を実施いたしました。そ

の結果、電源ケーブル終端装置をＶＨＦ－ＬＩＳＮと呼ばれる装置とした場合に最も適

切な測定結果が得られたことから、我が国はＶＨＦ－ＬＩＳＮを終端条件とすることを

提案し、規格化を推進しているところでございます。 

 具体的には、このページの中ほどに記載の規格化により問題解決を目指しています。

規格の概要を右下の図に示しております。これらの審議、作業は我が国が主導して行っ

ているもので、引き続き我が国が主導していく方針でございます。 

 なお、Ｉ小委員会につきましては、作業班主任が本日陪席しておりますので、ご質問
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がありましたら、詳細にお答えすることができます。 

 私からの説明は以上ですが、多くの審議課題の中からそれぞれトピックスを選んでの

説明ですので、詳細については資料１３７－２－２のワードの報告書をごらんいただく

必要があるかと思います。ただ、いずれも冒頭にご説明したとおり、基本的な対処方針、

「無線通信に対する各電気製品の妨害波の影響を総合的に勘案し、また、我が国の利益

と国際協調を考慮して大局的に対処」にのっとって対処する方針でございます。 

 以上でございます。 

○西尾分科会長  簡潔にご説明いただきまして、どうもありがとうございました。 

 このＣＩＳＰＲという会議の重要さについては、今のご説明でご理解いただけたと思

います。ここでの各規格は、国内の規格に反映されていくという観点からも重要ですし、

目的の中に国際貿易を促進することというような記述もございまして、国際的な観点で

どのように協調を図っていくのかという観点からも重要です。一昨年が杭州、昨年がウ

ラジオストクで開催されました。今度は釜山ということで、ここ数年、この国際的な委

員会が我が国の近隣で開催されてきているというところも注目ですし、幹事国になり、

いかにイニシアチブをとるかというのが国の中での政策を進める上でも非常に重要な観

点だと思います。さらに、ワイヤレス電力伝送システムは、昨今、大変重要になってき

て、この写真の中でも、大型バスを特定の駐車場のところにとめておきますと、地面の

ほうから無線で電力が供給されていくなど、新たな興味深い動きがあります。この会議

は、１１日間も開催され、大変な体力と知力と交渉力をもって会議に臨んでいただくわ

けですが、ご意見やご質問はございませんでしょうか。 

 どうぞ。 

○江村委員  今、西尾会長がおっしゃったことと関係するんですけれども、今、かなり

の機器に通信機能が乗ってきていて、例えばイメージで言えば、ドローンみたいなのも

出てきているといったときに、その新しいものが幾つかの委員会に分割されている中で、

ちゃんとカバーされていけているのだろうかというのが１つ目の質問で、もう一つは、

国際貿易といったときに、これはＩＥＣの特別委員会になっているんですけれども、物

によってはＩＳＯだったり、ＩＴＵだったりという、そっち側との連携がどこまで行け

ているのかというあたりを教えていただきたいんですけれども。 

○多氣専門委員  まず、１番目のほうに関しては、雨宮さんに後ほど答えていただけれ

ばと思います。 
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 ２番目のほうですが、ＣＩＳＰＲはもともとＩＥＣと国際放送連合が一緒につくった

組織であって、後者がなくなってしまったということで、ＩＥＣのほうに入っていると

いうことなんですが、あくまでも電磁干渉の問題を扱っておりますので、電気という観

点でＥＭＣの扱いをしているということで、ＩＳＯでもＥＭＣに関係する場合には、こ

ちらのほうが参照されるということになると私自身は理解しております。 

 もう一点目のほうは雨宮さん、お願いします。 

○雨宮専門委員  雨宮でございます。１件目のご質問にお答えしたいと思います。 

 ドローンに限りませんで、ご承知のように、いろいろなロボットが工業用、それから

サービス用、それも個人用も含めて、それから病院等のプロフェッショナルのほうも含

めていろいろなロボットが使われてきておりまして、人間が乗って動くような自動走行

をするような移動機とか、いろいろなものが出回ってきておりまして、そういったもの

について、やはりＥＭＣをきちっとしませんと、無線でいろいろサービスを提供したり

コントロールしているものに多大な影響が及ぶ可能性があるということはＣＩＳＰＲで

は非常に強く認識しておりまして、実は私がメンバーで参加しておりますが、ＣＩＳＰ

Ｒにステアリングコミッティーというのがございます。そこで隔月に電話会議をやって

おりますが、その場でそのような問題が各メンバーから提起されますので、まず全体的

な扱いをどうするか。それで、おおよその方向、これは例えばＩＳＭ機器のＥＭＣを議

論するサブコミッティーＢに任せて、タスクフォースをつくってやっていただいたほう

がよろしいんではないかと。人間が持ち運ぶようなものは大体マルチメディアの関係が

多いもんですから、そういうものはサブコミッティーＩにタスクフォースをつくって検

討してもらってはどうかというような交通整理も含めましてやってきております。 

 それで、いろいろございますが、ドローンもたしかどこかに入っていたと思いますが、

今回の釜山会議では、ＩＳＯが定義しておりますロボットの定義をもとにしまして、そ

れをもとにロボットに関するＥＭＣ、これをＩＳＯ、ＩＥＣの全てのテクニカルコミッ

ティーで活用できるようなガイドラインのたたき台を実は準備したところでございます。

まずロボットから始めております。そのロボットの中にまだこういうのが抜けています

というのが多々あると思いますので、それは釜山会議をスターティングポイントといた

しまして、各国のナショナルコミッティーからのコメントをいただいてバージョンアッ

プしていくと。それで、必要により、ＣＩＳＰＲはＩＥＣのほかのＴＣ、テクニカルコ

ミッティーとの協議もやりますし、場合によってはＩＥＣの上部機関を通じてＩＳＯと
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の協議も進めるという仕組みで進めていく予定になっております。 

 認識はしておるんですが、まだなかなかやるべきことが多過ぎて、それの検討を開始

して、やっとロボットについてはガイドラインのたたき台を出したという段階でござい

ます。 

 これでお答えになっていますでしょうか。 

○西尾分科会長  よろしいですか。 

 ほかにございますか。知野委員、どうぞ。 

○知野委員  済みません。また基本的なことをお尋ねして申しわけないんですが、日本

から４５名が参加予定で、小委員会のお二つ、これは幹事国をとっているというふうに

ありますけれども、全体の構成から見て、今、国同士の力関係というのはどういう状況

なんでしょうかというのがまず１つ。 

○多氣専門委員  これは雨宮さんが一番よくご存じですね。 

○雨宮専門委員  どこまでお答えできるかわからないんですが、力関係といいますと、

どれだけのテクニカルなコントリビューションをこれまでにやってきたか、現在考えて

いるかという、ＥＭＣの学際的なところも含めまして、提案するには根拠が要りますし、

そういうことに関してリーズナブルなコントリビューションをやってきた国が力関係で

は強いと思います。 

 具体的な話になりますと、ちょっといろいろあるんですが、やはり米国とヨーロッパ

の何カ国かがかなりのメンバーを送り込んできておりますし、かなりのメンバーを送り

込んできているといいますのは、日本からも延べで４５名参加するんですが、いろいろ

な工業製品の分野がございます。そういう製品から発生する不要電波、エミッションは、

製品が変わっても守るべきものが同じであれば、基本的には同じでなければならないと

思うんですが、ところが、いろいろな製品から発生するエミッションを評価するときに

一番重要なことは、その製品が通常使用状態であって、それでなおかつ最大の妨害波、

エミッションを出す状態で評価しなければいけないと。これをちゃんとやってきている

かどうか、それに対して実績がある国が一番勢力が強いと、簡単に申し上げますと、そ

ういうことになります。 

 自画自賛になるかもしれませんけれども、日本は多大な協力を行ってきたために、冒

頭の表にもございましたけれども、サブコミッティーＢとサブコミッティーＩは幹事国

を仰せつかっておりますというのが現状でございます。よろしゅうございますか。 
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○知野委員  じゃ、実績あるデータを日本はかなり多くとっているということなんです

か。 

○雨宮専門委員  追加させていただきますと、経験と勘で提案してくる場合も、ほかの

国では結構ございます。我が国の場合といいますか、日本の場合は特にそうなんですが、

データをとりまして、それの理論的、統計的な解析、考察を行いまして、これこれこう

いう理由ですからこれを提案したいと。全部とは言いませんが、大概のケースはそうい

うやり方をしてまいっておりますので、その実績は強く買われていると思います。 

○西尾分科会長  総務省に、このことは重要だから、もう少し体制強化してほしいとご

遠慮なくおっしゃられたら良いと思います。これはほんとうに大切なことですから。 

○多氣専門委員  ぜひそのようにお願いできればと思います。ありがとうございます。 

○西尾分科会長  知野委員がおっしゃったように、国際的な観点からリーダーシップを

どれだけ発揮していくのかというのは、今後、国際外交の上でも大事なことです。その

ようなことからも、総務省にはよろしくお願いいたします。 

○多氣専門委員  せっかくおっしゃっていただいたので、一言言わせていただきたいん

ですが、やはりこの分野、産業界の方々とも協力して取り組んでいかなくてはならない

わけですが、事務局の体制がその産業界全体を把握できるだけのマンパワー等が不足し

ていますと、どうしても一体感が薄れてしまう。そういったことがないように充実させ

ていただければと大変思っております。 

○西尾分科会長  今、雨宮専門委員がおっしゃったように、日本がエビデンスベースで

きっちりと発言力を維持してきたということはすばらしいことだと思いますので、それ

は今後もぜひ続けていただければと思います。 

 ほかに何か。どうぞ。 

○近藤委員  いつも多氣先生には同じことを聞いて……。障害電波を測定する、家庭で

も簡易な測定器というのは販売されているんでしょうか。 

○多氣専門委員  私、専門は人体防護なんですが、人体防護のほうはあるんですね。こ

れは電波が強いんですね、人体ばく露で問題になる電波の強さは。人体は非常に丈夫で

すから。無線障害で問題になる電波というのは、かなり微弱な電波でも障害は起こり得

るわけで、そう簡単には測れないと思っていただいてよろしいかと思います。 

○近藤委員  はい、わかりました。 

○西尾分科会長  それでは、よろしいですか。 
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 では、最後に安藤委員、どうぞ。 

○安藤委員  今の多氣先生のご説明で難しさがよくわかりました。通信のほうは遠くに

飛ばすのが仕事だったんだけれども、最近は短距離通信ということで、コネクターのよ

うなものまで出てきています。それで伝送速度を上げるために周波数が上がってきて、

そういう状況が続いて、一方、もともと専門にされているものは、有線のところのノイ

ズから始まって、コネクターであるべきものがマイクロ波のコネクターみたいなもので、

さっきのビルのやつは３０メーターという話も出てきて、片や通信が短いほうにどんど

ん来て、片や干渉のほうは３メーター、１０メーターどころじゃない、３０メーターま

で行くというような話で、混然一体となる、これが今、それこそＩｏＴはそういうこと

なんだなというのを痛感しました。 

 それで、日本の立場というのは、多氣先生が中でちょっとおっしゃいましたけれども、

通信のほうというのは一般にものすごく弱い電波で動く話が多いと思いますけれども、

そちらで議論すべきだというのと、いや、こちらの装置のほうの不要雑音のあれで扱う

べきだというところの切り分けですごく苦労されているような感じがしたんですね。日

本としては、何でも機器のほうの議論でまとめてやっちゃうんではなくて、従来の厳し

い通信の規制のほうでやるべきものはあまり入れないでくださいという基本的なスタン

スをおっしゃったんでしょうか。そこが私、ちょっとわからなかったんです。 

○多氣専門委員  とても難しいと思います。これはむしろ事務局のスタンスをお聞きし

たいと思うぐらいです。というのは、私自身、有効利用していこうという立場と、妨害

を防ぐということの両立ということで、これは非常に微妙なところにバランスがあるわ

けですね。１つ、イミュニティーを上げるという観点があるわけですが、実はそちらの

ほうに関して、まだまだ取り組みがこれからの部分があるかと思います。イミュニティ

ーが上がればいろいろなことが解決していくとは思うんですが、そうでない部分に関し

て、それから特に既存の、昔からあるものとの両立性というようなことまで考えなくて

はいけないとなりますと、これは簡単に解が見つかるものではないと考えております。 

○安藤委員  全くそれ以外にやり方がないと思いますし、そういう意味では、雨宮委員

がおっしゃったように、これはどこで議論すべきかという最初の交通整理が殊のほか重

要なんだろなという気がします。人体のあれでも、例えば温熱作用を議論するのかそう

じゃないのかによって定義が全然違っちゃいますよね。測定すべき期間も違うし、今、

電話会議を頻繁にやっておられるとおっしゃったけれども、そこの交通整理のところが
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世界的に確立していくとすっきりするのかなと、これは個人の感想なんですけれども、

持ちました。 

 以上です。 

○西尾分科会長  ほんとうに貴重なコメントをいただき、ありがとうございました。 

 それでは、本件につきましては、答申案、資料１３７－２－３のとおり一部答申した

いと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○西尾分科会長  それでは、案のとおり答申することといたします。ご説明等、どうも

ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの答申に対しまして、総務省から今後の行政上の対応についてご

説明をしていただけるということですので、よろしくお願いいたします。 

○谷脇総合通信基盤局長  総合通信基盤局長の谷脇でございます。本日は、１件の一部

答申をいただきまして、厚く御礼を申し上げます。 

 ＣＩＳＰＲ釜山会議への対処方針につきましては、本日ご答申をいただきましたとお

り、無線通信に対する各製品の妨害波の影響を総合的に勘案するとともに、我が国の利

益と国際協調を最大限実現できるように対処してまいりたいと考えております。特にワ

イヤレス電力伝送分野につきましては、我が国のこれまでの提案が国際規格に反映され

るよう対処してまいりたいと思います。 

 また、最後にご議論がございました体制強化のあり方につきましても、ご指摘のとお

り、国際競争力に直結する問題でございますので、私どもにおきましても引き続き検討

をしてまいりたいと考えております。 

 西尾分科会長、それから、本日ご説明をいただきました電波利用環境委員会の多氣専

門委員、雨宮専門委員をはじめ、委員、専門委員の皆様に重ねて御礼を申し上げるとと

もに、引き続きご指導賜りますようよろしくお願い申し上げます。本日はありがとうご

ざいました。 

○西尾分科会長  力強いお言葉、どうもありがとうございました。 

 以上で本日の議題は終了いたしました。 

 委員の皆様から何かおっしゃりたいことはございませんか。よろしいですか。 
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閉  会 

 

○西尾分科会長  次回の日程につきましては、決まり次第、事務局からご連絡申し上げ

ますので、皆さん、よろしくお願いいたします。 

 以上で閉会いたします。ほんとうに今日はどうもありがとうございました。 

 

 


